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表紙の写真は、現在、農事組合法人新治営 

農組合がこの地域では初めて、本格的に取り組 

み始めたイチジク栽培を撮影したものです。 

           一文字整枝法という樹形づくりで、幹から主 

枝を左右に 1 本ずつ地面と平行に配置し、その  

主枝から結果枝を伸ばして、イチジクを実らせ  

る方法です。 

 品種は桝井ドーフィンといい、収穫は８月下

旬から始まります。 

 皆さんも、どうぞ召し上がってみて 下さ い 。 

         （平成２５年３月撮影） 
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１ 茂 原 市 の 概 要  

   新治地区がある茂原市は、首都圏郊外部 50～ 70km 圏域に位

置し千葉県のほぼ中央にあり、面積は 100.01 ㎢で東西 11.7km、

南北 13.1km におよんでいます。 

   地勢は、大部分が沖積層からなり、西部には洪積層からな

る房総洪積大地があり、地形はほぼ長方形となっています。 

 標高は、南東部の低地でおよそ海抜 8～ 9m、市街地が 11m 程

度で、西部の大部分が 20～ 100m（最高点 117.7m）程あり、西

髙東低となっています。 

 また、西部の台地は樹枝状に浸食谷が入り込んでおり、純

然たる山地は少ない地形となっています。 

 市内を流れる河川としては、一宮川及び支流の豊田川、阿

久川、鶴枝川、また、南白亀川及び支流の赤目川があり、こ

れらは西部の台地を源として、九十九里海岸に向かって貫流

しています。 

 新治地先は、元々は新治村でしたが、昭和 28 年に本納町と

新治村が合併して本納町となり、その後に更なる合併があり、

最後の昭和４７年に茂原市と本納町が合併して茂原市となり、

今日に至っています。 

 

（１） 茂原市の農業 

   農業は、米作を中心としていますが、近年では野菜などの

施設園芸や一部では花卉栽培が増加しています。 

   しかし、農業従事者数や農家世帯数がともに減少傾向にあ

り、後継者不足が大きな問題となっています。 

   さらに、開発等により優良農地の保全が課題となっている

ことから、首都圏近郊という優位性を生かし、生産物を通し

て消費者が生産者の顔が見える関係を構築するような、高付

加価値農業の実践が求められています。 

 

（２） 新治地区の概要 

  本地区は、千葉県茂原市の北部に位置し、二級河川一宮川

水系阿久川上流部の谷津田合地に展開する水田地帯です。 

  地区内は、小区画未整備のため大型機械の導入が困難な状

況にありました。 
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用水源としては、ため池、天水並びに用排兼用水路を堰止

めしての反復水に依存し、絶対的な用水不足に悩まされてい

ました。排水状況は、末端が未整備のため地下水位が高く、

稲作転換が不可能な状況に 

 あり、また、排水路は大部          【田越の用排水】 

分が土水路で蛇行しており、 

洪水時にはしばしば湛水被

害が発生していました。 

  一方、営農状況は、一戸

当たりの経営面積０．４ ha、

専業化率１０．７％と県平

均を下回り、小規模経営の

ために後継者不足など多

くの問題がありました。 

これらの問題解決には、

耕地の大規模化と集団化を

図るための、基盤整備が必

須条件であったことから、

本地区では、区画整理と併

せて、幹線排水路を整備す

ることにより、担い手とし

ての営農組織を設立して、

農業所得の安定的な向上と、経営の近代化、活性化を目指す

こととしました。 

 

【基盤整備実施前 平成９年当時】 
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２ 導 入 さ れた 事 業 の 概 要    

（１） ほ場整備事業（県営担い手）新治地区（ハード事業） 

 ア 事業主体   千葉県 

 イ 受益面積   ４３．０ha（水田３８．４ ha、畑４．６ha） 

 ウ 受益戸数   １２３戸 

エ  事業期間  平成６年度  ～  平成１６年度 

 オ 総事業費   １，２３１，６００千円 

 カ 工事概要   整地工   Ａ  ＝ ４３．０ ha 

         用水路工  Ｌ  ＝ １３．１ km 

         排水路工  Ｌ  ＝ １０．９ km 

         道  路  工  Ｌ  ＝ １２．０ km 

          暗渠排水工Ａ  ＝ ３８．４ ha 

 キ 改  良  区     茂原市新治土地改良区 

ク   環境配慮 

魚類の生育 

  保護のために ､ 

排水路の一部区     

間の護岸をフト 

ン篭で施工する 

とともに、ヨド 

ミ工を設置しま   

した。 

      

 

 

 

 

【基盤整備実施後の平成１６年当時】 
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（２） かんがい排水事業（排水対策特別型）  新治地区 

ア  事業主体  千葉県 

 イ 受益面積   ４２．３ha（水田３７．９ ha、畑４．４ha） 

 ウ 事業期間   平成６年度～平成１４年度 

 エ 総事業費   １，４５３，５５８千円 

 オ 工事概要   排水路工   Ｌ＝２，１６０ｍ 

          (連節ブロック、Ｂ型柵渠、大型フリューム ) 

         橋  梁   Ｎ＝３ヶ所 

         樋  管   Ｎ＝５ヶ所 

         堰  止   Ｎ＝１ヶ所 

         落  差  工   Ｎ＝４ヶ所 

  カ 改 良  区    茂原市新治土地改良区 

   キ  環境配慮   連節ブロックを法面と川底に施工して、魚 

貝類等の生育に配慮しました。 

 

【計画平面図】 
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【新治集落の中央を流下する排水路】 

 

 

 

【完成した排水路】 
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３ 事 業 の 成 果  

（１） 営農組織の設立 

   基盤整備以前は、個々の農家が各自の小型農作業機械を使

っての零細な営農でしたが、基盤整備の実施により、大型農

作業機械での営農が可能となったことから、地域の担い手と

位置づけて「新治営農組合」を、平成１４年３月に設立しま

した。 

 営農組合では、区画整理が完成した平成１５年度から、水

稲の基幹３作業受託と小麦の全作業受託に取組始め まし た 。 

 そして、営農組合としての安定経営の目処が立ち、さらに

は、規模拡大と新規作物の導入などを目的として、平成１８

年１１月に「農事組合法人新治営農組合」に改編し まし た 。 

 当時の組合員は６３戸で、法人役員が３名、オペレーター

３名の体制でした。 

【ライスセンター】 

 
 さらに、地域の営農推進を図るとともに、本法人・新治土

地改良区・ＪＡ長生本納支所・茂原市経済環境部・長生農業

事務所を構成員とした、「新治地区ほ場整備事業営農推進協

議会」を設立しました。 

地区内だけにとどまらず広く波及すべく、長生管内の模範

としての活動組織になっています。 
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（２） 農地の利用集積 

基盤整備の実施と担い手組織の設立により、地域の営農が 

大きく変わりました。このことは、ただ単に営農方式が変 

わっただけではなく、地域の意識が変わったことを意味し

ています。 

   下の表は、営農組織の受託状況を示したものです。 

 

 新治地区土地利用集積状況           （単位： ha） 

年度 
受益面

積 

自己所

有地 

賃借権 

設定 

基幹３作

業受託 

小麦全作

業受託 
計 集積率 

事業前 43.0 3.2 0 0 0 3.2 7.4%

計   画 43.0 0 0 17.9 0 17.9 41.6%

Ｈ１５ 43.0 0 0 6.2 12.5 18.7 43.5%

Ｈ１６ 43.0 0 0 8.2 12.6 20.8 48.4%

Ｈ１７ 43.0 0 0 7.8 11.1 18.9 44.0%

Ｈ１８ 43.0 0 0 10.0 12.9 22.9 53.3%

Ｈ１９ 43.0 0 0 10.6 12.0 22.6 52.6%

Ｈ２４ 43.0 0 0.6 19.6 0.0 20.2 47.0%

  

事業実施前は、ほとんどが自作の営農でしたが、区画整

理が終了し営農組織を設立してからは、土地利用の集積が

なされるようになりました。 

当初は、水稲と小麦の作付けを受託しましたが、農業施

策の変換に伴い幾多の変遷があり、本地区では平成２３年

度で小麦の作付を終了しました。 

そして、平成２４年度からは新たに飼料用米（ブロック

ローテーション）に取組み始め、この表でわかるとおり、

地区全体の半分近くが集積される結果となりました。 

   また、新規作物の導入も検討しており、農地の有効利用と、

営農組織が年間を通して就労することによる、雇用と収益の

安定を模索しています。 
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（３） 新規作物の導入 

     暗渠排水の施工による水田の乾田化や、営農労力の節 

減に伴い、新治営農組合は様々な新規作物の導入にトラ

イしています。 

 いろいろな作物を栽培してみることで、この地に合っ

ているかどうかを確認し、何を主力作物とするかを模索

しています。 

 次に、取組みを行った事例を紹介します。 

 

 ア 小麦 

    平成１５年度から、この地域にはあまり作付されていな 

かった小麦の栽培に取り組みました。 

 平成２３年度までに毎年ブロックローテーションにより 

１１～１２ ha を作付けしました。 

 

 イ イチジク 

    現在、新規導入作物の中心となっているのが、表紙にも 

なっているイチジクの「桝井ドーフィン」です。 

 

【収穫期の桝井ドーフィン】       

平成２２年度

から栽培を開始

し、平成２４年度

では面積が０．６

ha まで拡大させ、

地区内を通過す

る茂原市道沿い

で直売を行って

います。 

 まだ、１０a 当

た り の 収 量 は 少

なく、苗木の生育

方 法 も 未 熟 で す

が、徐々に周辺に知られるようになってきました。 
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 ウ いちご 

    平成２５年度から新たに栽培を開始する予定なのが、苺

栽培です。市道脇にビニールハウス３棟を建設して、営農

組合で取り組む方針としています。 

 

 エ その他 

    これら以外にも、試験的に小規模ながらレモン栽培も行

っています。 

現時点では、どの果物や果樹などがこの地域や土壌に

適しているのかまだ掴めていないことから、営農組合で

は様々な品種にトライして、試行錯誤の中からもっとも

適した作物を選び出す努力を重ねています。 

 

４ 今 後 の 課 題 と改 善 方 法  

（１） 今後の課題 

 ア  栽培品目の拡大 

     平成２４年度では、営農組合として約２０ ha を経営し 

ていますが ､しばらくの間は地区内ではこれがほぼ上限 

であると推測されています。 

 地区外は、未整備のために受託が困難であり、離農者 

もそれほど予測できない現状にあります。 

 作業従事者の年間雇用を実現するためには、経営面積

の拡大よりも栽培作物の通年化が必要となっていますが、 

まだ、試行中であり、明確な方針が定まっていません。 

 今後も各種の作物を試験的に栽培することになります

が、定着させられる状態になるまでは、組合員を含めて

苦労が続くことになります。 

 

 イ  雇用の継続 

     現在の営農組合は、代表理事組合長と２名の理事が中 

心となって、作物の収穫期に雇用を確保する形態をとっ 

ていることから、安定した雇用とはなっていません。 

 今後は、新治地域を中心とした雇用を確保して、地域

の振興につなげる必要があります。 
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 ウ 後継者の育成 

    営農組合で中心的な役割を担っている人たちは、６０歳

以上となっており、あとを託す若い世代が、まだ育ってい

ない状況です。 

    経営の安定化を図り、安心して働ける場所とするために、 

意欲のある人たちを巻き込みながら、組織と地域の継続を

計らなければなりません。 

 

５ そ の他  

（１）調査協力機関 

 ア 農事組合法人新治営農組合 

 イ 茂原市新治土地改良区 

 ウ ＪＡ長生本納支所 

 エ 茂原市 

 

（２）参考図書等 

 ア 農業センサス（２０１０年版） 

 イ 茂原市総合計画２００１▲２０２０ 

ウ  千葉県農林水産業の動向（平成２３年度版） 

 エ 千葉の園芸と農産（平成２４年４月） 
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